
 

 

 

 

 朝倉市では、地震によるブロック塀等の倒壊による被害防止や避難経路の確保を目的とする「ブロッ

ク塀等撤去費補助金交付事業」を行います。

 

★ブロック塀等撤去費補助金★ 

  補助金を受けようとする前に予定している事業について、必ず市と事前協議を行い、市が 

定める診断を受けていただき、事業の対象となると認められた場合、補助金交付申請書に 

関係書類を添えて提出をお願いします。 

  また、交付決定前に事業に着手している場合は、この事業の対象とはなりませんのでご注意 

ください。（交付決定を受けた年度の２月末までに事業完了報告書が提出できる事業が対象とな 

ります。）（※詳しくは、ホームページにてご確認ください。） 

 

【用語の定義】 

この補助金の交付に係る用語の意義は、次のとおりです。 

・ 「ブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック造、組積造（れんが造、石造、コンクリ

ートブロック造等）の塀とします。 

・ 「道路」とは、通学路、避難路その他市長が災害時の安全や通行を確保する必要があると認

める一般交通の用に供する道とします。 

・ 「所有者等」とは、ブロック塀等の所有者又は管理者（国、地方公共団体、都市再生機構等

の公的事業主体を除く。）とします。 

 

【交付対象者】 

 補助金の交付を受けることができる施行者は、次に掲げる要件を全て満たすもの 

・ ブロック塀等の撤去を行う所有者等であること。 

・ 同一敷地において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 

・ 本市の市税等を滞納していないこと。 

・ 補助金の交付を受けようとするブロック塀等の撤去の実施に関する工事の契約を補助金の 

交付決定の前に締結していないこと。 

 ・ 施行者及びその同一世帯に属する者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する 

法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員でないこと又はそれらと 

密接な関係を有しないこと。 
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【補助対象工事】 

補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、次に掲げる要件を 

全て満たすブロック塀の全部又は一部を撤去する工事になります。 

・ 朝倉市内にあるブロック塀等であるもの 

（道路に面する高さが１メートル以上のものに限る。） 

〈ブロック塀の全てを撤去する場合〉 

・ 要綱の別表に定める基準において４０点未満のもの 

〈ブロック塀の一部を撤去する場合〉 

・ 事業完了後に別表に定める基準において７０点以上となるもの 

・ 事業完了後にブロック塀等の高さが１．２メートル以下となるもの 

・ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条に規定する道路内に存しないもの 

 

【補助金の額】 

 ・ 対象工事費の３分の２（１，０００円未満切捨て）又は１６万円のいずれか 

低い額とします。 

・ 対象工事に要する経費の限度額は、補助対象となるブロック塀等の総延長に１メートル当た

り８万円を乗じて得た額とする。 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

  都市建設部都市整備課 

  電話：0946-22-1111（代表）  FAX：0946-22-1850 

 


